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◆専決内容の趣旨・目的
　新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等
における保険料の減免を、令和４年度も引き続き行うため、所要の改正を
行うもの。

◆専決内容の概要
　減免の対象となる保険料の期間を１年間延長するもの。

　減免の対象となる被保険者
　　次の①又は②のいずれかに該当するに至った第一号被保険者
　　①　新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計
　　　維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
　　②　新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事
　　　業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入（以下「事業収入等」
　　　という。）の減少が見込まれ、次のア及びイに該当する第一号被保
　　　険者
　　　ア　事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補
　　　　填されるべき金額を控除した額）が前年の当該事業収入等の額の
　　　　10分の３以上であること。
　　　イ　減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の
　　　　所得の合計額が400万円以下であること。

　減免の対象となる保険料
　　令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に納期限が定められ
　ている第一号被保険者の保険料

◆施行日
　公布の日（令和４年３月31日）

宮津市介護保険条例の一部改正について【専決予定】 区分 条例の改正

◆厚生労働省事務連絡（令和４年３月）
　・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等
　による介護保険の第一号保険料の令和４年度における減免措置に
　対する財政支援を行う予定

　

【参考】減免実績
　 Ｒ２　60人　4,027千円
　 Ｒ３　17人　1,230千円
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